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■ 令和７年度課税限度額 

※国分寺市では地方税法施行令改正後、条例改正を行っている。 

 

■ 課税限度額改定の影響 

 

 

 

 

 

 

  医療分課税限度額に達する給与収入額：12,224,000円 

所得額：10,274,000円 

  後期高齢者支援金分限度額に達する給与収入額：12,717,000円 

                    所得額：10,767,000円 

区分 医療分 後期高齢者支援金分 介護保険分 合計 

国分寺市 650,000円 240,000円 170,000円 1,060,000円 

地方税法施行令 

令和７年４月１日改正 
660,000円 260,000円 170,000円 1,090,000円 

区分 影響を受ける世帯数 調定増加額 

医療分 396世帯 3,718,800円 

区分 影響を受ける世帯数 調定増加額 

後期高齢者支援金分 380世帯 7,550,500円 


